
議案第１０４号  

 

令和６年度松山市一般会計補正予算（第６号）  

 

令和６年度松山市一般会計補正予算（第６号）は，次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，５６８，７１８千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２２９，９４２，８６０千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出  

予算補正」による。  

（債務負担行為の補正）  

第２条  債務負担行為の追加は，「第２表債務負担行為補正」による。  

（地方債の補正）  

第３条  地方債の変更は，「第３表地方債補正」による。  

 

 

 

                          令和６年９月６日提出  

 

                                                    松山市長     野     志     克     仁  
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第１表　歳入歳出予算補正 (松山市一般会計)

歳　入

 1 64,690,000 千円 810,000 千円 65,500,000 千円

 1 27,422,000 810,000 28,232,000

14 997,847 25,218 1,023,065

 1 60,180 25,218 85,398

16 53,250,210 110,181 53,360,391

 1 40,020,584 13,406 40,033,990

 2 13,103,686 96,775 13,200,461

17 17,362,377 43,190 17,405,567

 2 3,722,688 43,190 3,765,878

21 900,000 405,147 1,305,147

 1 繰越金 900,000 405,147 1,305,147

22 9,398,985 782 9,399,767

 5 雑入 5,347,241 782 5,348,023

23 13,967,400 174,200 14,141,600

 1 13,967,400 174,200 14,141,600

228,374,142 1,568,718 229,942,860

款 項 補正前の額 補　正　額 計

市税

市民税

分担金及び負担金

分担金

国庫支出金

国庫負担金

市債

国庫補助金

県支出金

県補助金

繰越金

諸収入

市債

　　　　　　　歳　　　　　入　　　　　  合　　　　　計
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 2 17,782,573 千円 47,238 千円 17,829,811 千円

 1 総務管理費 14,534,206 8,606 14,542,812

 2 徴税費 2,134,621 38,632 2,173,253

 3 110,838,025 46,630 110,884,655

 1 社会福祉費 51,197,766 46,630 51,244,396

 4 21,006,254 2,602 21,008,856

 3 清掃費 6,911,467 2,602 6,914,069

 6 2,769,253 508,023 3,277,276

 1 農業費 1,121,462 37,589 1,159,051

 2 農業土木費 986,004 470,434 1,456,438

 7 7,901,036 84,226 7,985,262

 2 観光費 1,680,092 84,226 1,764,318

 8 21,783,431 845,899 22,629,330

 1 土木管理費 675,069 63,567 738,636

 2 道路橋梁費 2,808,723 559,500 3,368,223

 3 河川費 933,404 180,000 1,113,404

 4 港湾費 629,757 17,001 646,758

 5 都市計画費 12,579,883 6,788 12,586,671

土木費

歳　出

農林水産業費

商工費

総務費

民生費

款 項 補正前の額 補　正　額 計

衛生費
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 6 3,456,730 千円 19,043 千円 3,475,773 千円

11 1,397,847 34,100 1,431,947

 3 土木施設災害復旧費 414,500 34,100 448,600

  合　　　　　計 228,374,142 1,568,718 229,942,860

住宅費

災害復旧費

項

　　　　　　　歳　　　　　出　　　　　

款 補正前の額 補　正　額 計
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事 項 期 間 限 度 額

千円

令和６年度～令和７年度 ３５，１００

第２表　債務負担行為補正（松山市一般会計）

１  追 加

災 害 用 ト イ レ カ ー 整 備

ＳＮＳ子ども子育て相談窓口事業業務委託 令和６年度～令和７年度 １４，４００

レ セ プ ト 管 理 シ ス テ ム 再 構 築 業 務 委 託 令和６年度～令和１４年度 ２９，０００

消 防 団 車 両 機 械 購 入 事 業 令和６年度～令和７年度 ３１，１００

給 食 運 搬 車 の 買 替 令和６年度～令和７年度 １５，８００

学 校 給 食 運 搬 業 務 委 託 令和６年度～令和７年度 ４７，４００
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起債の方法 利率 償    還    の    方    法 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

農林水産基盤整備事業

同　　上土木施設災害復旧事業 170,000 同　　上 同　　上 同　　上 190,000 同　　上 同　　上

同　　上 同　　上 同　　上

420,000

道 路 建 設 等 事 業 780,000 同　　上 同　　上 同　　上 850,000

補　　　正　　　後

限     度     額 限     度     額

 
 １   借入先
      財務省，地方公共
   団体金融機構その他

 ２   借入方法
      普通貸借又は証券
   発行の方法による。

 ３   借入時期
      令和６年度。ただ
    し工事又は財政の都
    合により起債額の全
    部若しくは一部を翌
    年度に繰り越し借入
　　れすることができる。

年５％
       以内

（ただし，利
率見直し方
式で借り入
れる政府資
金及び地方
公共団体金
融機構資金
等につい
て，利率の
見直しを
行った後に
おいては，
当該見直し
後の利率。）

 
 1   償還期限
      ３０年以内（内据置
    ５年以内）
　
 ２   償還額及び財源
      一般財源及び事業
   収入等により元利均等
   又は元金均等償還する。
　 ただし必要に応じ繰上
   償還，償還期限の短縮
   又は低利債に借換えす
   ることができる。

 ３   財務省，地方公共団
   体金融機構その他より
   借り入れる場合において
   前各号の償還の方法が
   借入先の融通条件に抵
   触するときは，その融通
   条件によることができる。

補正前
と同じ

補正前
と同じ

補正前
と同じ

330,000

第３表　地方債補正（松山市一般会計）

１  変 更

起  債  の  目  的
補　　　正　　　前
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  議案第１０５号  

 

令和６年度松山市競輪事業特別会計補正予算（第１号）  

 

  令和６年度松山市競輪事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。  

  （債務負担行為の補正）  

第１条  債務負担行為の追加は，「第１表債務負担行為補正」による。  

 

 

                           令和６年９月６日提出  

 

                                                    松山市長     野     志     克     仁  
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事 項 期 間 限 度 額

千円

第１表　債務負担行為補正（松山市競輪事業特別会計）

１  追 加

移動式エンドレスカメラタワー購入事業 令和６年度～令和８年度 １２０，０００
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  議案第１０６号  

 

令和６年度松山市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）  

 

  令和６年度松山市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。  

  （債務負担行為の補正）  

第１条  債務負担行為の追加は，「第１表債務負担行為補正」による。  

 

 

                           令和６年９月６日提出  

 

                                                    松山市長     野     志     克     仁  
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事 項 期 間 限 度 額

千円

第１表　債務負担行為補正（松山市介護保険事業特別会計）

１  追 加

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 令和６年度～令和９年度 ２，３３１，５００
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